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○
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
九
十
号

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
十
四
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

 

避
難
上
及
び
延
焼
防
止
上
支
障
が
な
い
室
及
び
通
路
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

 

国
土
交
通
大
臣　

金
子　

恭
之　
　

 

避
難
上
及
び
延
焼
防
止
上
支
障
が
な
い
室
及
び
通
路
を
定
め
る
件

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
十
四
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
避
難
上
及
び
延
焼
防
止
上
支
障
が
な
い
室
及
び
通
路

は
、
そ
の
直
上
に
小
屋
組
が
木
造
の
小
屋
裏
（
天
井
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
木
造
の
小
屋
組
）
を
有
し
な
い
室
及

 

び
通
路
と
す
る
。

 

附　

則

こ
の
告
示
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
三
百
十
号
）
の
施
行
の
日
（
令

 

和
七
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


